
平成 28年度 事業計画 

(自：平成 28年 1月 1日  至：平成 28年 12月 31日) 

  

基 本 方 針  

 広島県内に居住し、親等扶養する家族のない高等学校の生徒で学業優秀かつ健康であっ 

て、学資の援助が必要と認められる者のうち、広島県内の大学に進学を希望する者に対し、 

奨学金を給付していきます。  

 向上心に燃える生徒に、少しでも、地元大学における教育機会を提供していくことを通 

じて、地域社会への貢献を行っていきます。 

 また、広島県内の社会福祉法人の児童養護施設に対し、施設の子供達が積極的に社会参

加できるよう必要資金の一部を給付支援していきます。 

子供達の心身の健全な発達並びに、健康で活力ある生活形成に寄与するための活動を行い

ます。 

  

  

事業実施の概要  

【奨学金給付事業】  

① 募集方法（公募）  

当財団のホームページに掲載すると共に広島県内のすべての高等学校の  

学校長宛に奨学金募集要項を送付します。当財団のこの奨学金給付事業の  

主旨に相応しい生徒の推薦を学校長に依頼していきます。  

② 給付人数  

平成 28年度の奨学生採用者は 13名とします。  

③ 月額給付額  

一名当たり 各月 50,000円を 4年にわたり給付します。  

④ 選考方法  

学校長から推薦を受けた生徒のうちから、当財団の選考委員会により書類審 

査と本人面接を行い、給付対象者を決定していきます。  

⑤ 報告  

奨学金受給者（以下奨学生）から毎年 1回、学業成績証明書の提出とその年 

の学校生活において取り組んできたことの報告を義務付けていきます。  

また、当財団の役員と奨学生との間に年 1回、頑張っている様子を確認する 

ことと、奨学生に多くのアドバイス等をしていく機会を持つことを目的とし 

た意見交換会を実施します。 

 

 



【社会福祉法人（児童養護施設）支援事業】 

① 支援方法 

募集(公募)という形態をとらず、広島県の社会福祉法人の児童養護施設全 13 施設

に必要資金の一部を給付支援していきます。 

② 給付件数 

広島県の社会福祉法人の児童養護施設全施設に給付していきます。 

（平成 27年 9月末日現在 全 13施設） 

③ 支援金額 

各施設の収容人員等を基準とし支援金総額を按分し給付します。 

H28年度 寄附金総額 650万円 

④ 報告 

支援した社会福祉法人児童養護施設より事業報告書の提出を義務付けていきます。 

 

 

財源等 

 

上記事業はいずれも、寄附金または株式譲り受けの配当金収入等を財源としています。 

 

 

 

以上 




